
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和７年４月１日現在）

(6) 研究職給料表

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級
64 39.3% 研究職員級

２級 研究職員 38 5

学芸員 26 4

３級 研究職員 16 64 39.3% 係長級

学芸員 2

係長 3

衛生研究所主査 15

学芸主査 4

研究主査 2 1

主任学芸員 6 1

課長 5

科長 6

副室長 5

４級 課長 3 24 14.7% 課長補佐級

主幹 9

学芸主幹 3

主任研究官 3

専門研究官 2

室長 4

５級 学芸副館長 1 11 6.7% 課長級

部長 9

副所長 1

163 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員等の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数

等級 職員数

２級 研究職員 5

5

14.7%

6.7%

職制上の段階合計

64

64

24

職　　名

計

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

内訳

１　相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立
　して、又は指導して行う研究員（職員）の職務
２　相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上
　級の研究員（職員）の概括的な指導の下に研究を
　行う研究員（職員）の職務

１　北海道博物館の学芸主査の職務
２　衛生研究所の主査の職務
３　科学捜査研究所の科長の職務
４　高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して
　行う研究員の職務

上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研
究補助員（職員）の職務

１　北海道博物館の学芸主幹の職務
２　衛生研究所の主幹の職務
３　科学捜査研究所の主任研究官の職務

１　北海道博物館の学芸副館長又は部長の職務
２　衛生研究所の所長又は部長の職務
３　科学捜査研究所の長の職務

合　　　計

職名

11

39.3%

39.3%


